
 

離婚届の書き方について 

≪お問い合わせ≫福島市役所市民課 電話（代）024-535-1111 又は支所 

【住所】 

引越しをした場合は、別に住所異動の届出が必要です。 

（市外からの異動の時は転出証明書をお持ちください。） 

この届出と同時に転入届（市外からの引越し）や転居届

（市内での引越し）を出す時は、住所欄は新しい住所と世

帯主氏名を書いてください。 

県市郡町村名と字名及び地番を正しく書いて下さい。 

実父母の氏名を書いてください。死亡、離婚の場合も書

いてください。養父母がいる場合はその方の氏名も記入

して下さい。 

婚姻の時に氏が変わった方（筆頭者でない方）は、婚姻す

る前「もとの戸籍にもどる」か、「新しい戸籍をつくる」

ことになります。いずれかにチェックしてください。 

婚姻中の氏をそのまま使用したいときは、別の届出が必要

です。 

該当するものにチェックしてください。 

夫妻の合意で離婚するときはは「協議離婚」です。 

未成年（１８歳未満）の子がいるときには、親権者を定め

てください。 

なお、この届出によって、子は戸籍上異動しません。 

（注）父母双方が親権を行うとした子について、家庭裁判

所へ子の氏の変更申し立てや入籍届を行うときは、父母

共同での申立て、届出となりますので注意して下さい。 

協議離婚の場合は、親権について相談し、合意

の上届出して下さい。親権について合意して提

出したことを明らかにするために、夫妻ともに

必ずチェックして下さい。 

 

日中連絡のとれる電話番号を

記載して下さい。 

未成年の子がいる場合は、 

「離婚後の子育ての分担」 

「親子交流」 

「養育費の分担」の取決めの

有無について、離婚時点の状

況をチェックしてください。 

署名は必ず本人が自署

して下さい。 

協議離婚のときは、成人であ
る方証人２名が必要です。 
必ず証人本人に署名してもら
ってください。 

◎ 必要なもの 

協議離婚以外（調定・審判・和解・認諾・判決による離婚）の場合 

 ① 調定・和解・認諾離婚のとき・・・調定（和解・認諾）調書の謄本 

 ② 審判・判決離婚のとき・・・審判書（判決書）の謄本と確定証明書 

 

○ その他関連する届 

・戸籍法７７条の２の届（離婚のときから３カ月以内）…離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい時 

・入籍届…子を母（または父）の戸籍に入れたいとき。※家庭裁判所の許可が必要です。 

・養子離縁届…養子縁組を解消したいとき。 

詳しくは窓口にてお問合せください。 

 ※父母双方が親権を行う（共同親権）とした子について、氏の変更の申立てや入籍届をする場合

は、父母共同で申立て・届出人となります。ご注意ください 

※ 窓口に届書を持参した方の本人確認をしていますので、官

公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ち下さい。

（個人番号カード、運転免許証、パスポート等） 

本人確認ができなかった届出人（夫・妻）に対しては、届

出があったことを郵送でお知らせします。 


